
（単位：円）

(1).たな卸し資産の評価方法
　・貯蔵品(最終仕入原価法)
　　経常的に発生する食材(米、味噌)、衛生用品、事務用品、日用品、創作品等を対象に計上している。
(2).固定資産の減価償却の方法
　・建物、建物付属、構築物、車両運搬具、器具備品、工具(定額法)

財務諸表に対する注記（社会福祉法人　陽光福祉会）

１．継続事業の前提に関する注記

特になし。

２．重要な会計方針

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

　・リース資産/所有権移転外ファインナス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3).引当金の計上基準
　・該当なし

３．重要な会計方針の変更

　（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　ア　陽光学園おやまだ（社会福祉事業）
　　「生活介護事業」
　　「法人本部」
　　イ相談支援センターきずな（社会福祉事業）

　　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
　（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
　（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　　「相談支援事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 10,657,608 10,657,608
建物 37,993,098 2,074,903 35,918,195

合計 48,650,706 2,074,903 46,575,803

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等

定期預金
投資有価証券

　　特別積立金の取崩し

　　役員長期借入金(進 秀美 4,250,000円)の権利放棄の申出があり、同額を基本金組入れ額として計上する。
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該当なし

基本財産(土地) 本館建設用地(小山田2058番20　2969.54㎡) 9,033,694円
基本財産(建物) 本館(小山田2058番地20  377.92㎡) 35,918,195円

計 44,951,889円

８．担保に供している資産

　　担保に供されている資産は以下のとおりである。

計 2,600,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構) 1,300,000円
設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構) 1,300,000円

建物附属設備 64,309,122 16,749,567 47,559,555
構築物 3,219,969 2,591,698 628,271

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産） 71,381,251 35,591,634 35,789,617

工具 1,316,800 1,240,297 76,503
合計 147,530,261 63,159,631 84,370,630

車両運搬具 3,960,603 3,643,934 316,669
器具及び備品 3,342,516 3,342,501 15

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
　（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計

該当なし

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

合計

該当なし

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象


